
　　

（委員）

１番 山　下　　栄 ２番 　森　　　信　幸 ３番 長 友 順 子

４番 井 尻 惠 雄 ５番 戸 髙 一 志 ６番 橋 口 裕 二

７番 佐 光 真 美 ８番 河 野 博 子 ９番 杉 尾 英 敏

（農地利用最適化推進委員）

１０番 江 藤 宗 武 １１番 佐 藤 伸 義 １２番 永　友　　昭

１３番 河　野　　伊栄雄 １４番 林 田 泰 代 １５番 樽 見 一 寛

１６番 黒 木 正 行 １７番 有　澤　　章 １８番 阿 部 洋 子

５　議事日程

第１ 諸報告

第２ 会議録署名委員の指名

第３ 会期の決定

第４ 議案第57号

第５ 議案第58号

第６ 議案第59号

第７ 議案第60号

第８ 議案第61号

第９ 議案第62号

第１０ その他（行事予定）

４番 井 尻 惠 雄 ７番 佐 光 真 美

局長補佐 米 田 正 清 係　長 緒 方 恵 美
主　事 河　野　　　睦

６　会議録署名委員

７　職務のため出席した者の氏名

農地法第５条の事業計画変更申請の承認について

農地法第４条の規定による申請の承認について

農地法第５条の規定による申請の承認について

農地法第３条の規定による申請の許可について

農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の承認について

非農地証明願の承認について

２　場　　所

３　出席委員

４　欠席委員　　　　　

川南町役場　別館３階　第５会議室

川南町農業委員会　総会議事録

１　日　　時 令和８年１月３０日（金） 開会　　午前　　９時００分
閉会　　午前　１０時２０分
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項目 発言者

あいさつ 議長

事務連絡 事務局 議長、事務局

諸報告 議長

局長補佐

報告 議長
農家相談

３日、川南町はたちを祝う会が開催され、会長が出席されま
した。

内容

＜　あいさつ　＞

５日、賀詞交歓会が開催され、会長と職務代理者が出席さ
れました。

２１日から２２日にかけて農業委員会先進地視察研修を行い
ました。

議案の修正について、１３ページの「農用地利用集積等促
進計画（農地中間管理権設定）の承認について」の議案の２
１号２２号については、借手からの取り下げがありましたの
で、議案書からの削除をお願いします。

農家相談について、担当委員の報告をお願いします。

川南町農業委員会１月定例総会

皆様、おはようございます。

それでは、１月の定例総会を始めます。

【日程第 １】　「諸報告」を議題とします。諸報告を局長補佐
が行います。

議長、局長補佐。
それでは、１月の諸報告をさせていただきます。

９日、農家相談日でした。
後ほど、担当委員は報告をお願いします。

本日、１月定例総会であります。

以上でございます。

２０日、農地転用等審査会、第１小委員会を開催しました。

１６日、宮崎県農業会議常設審議委員会が宮崎県トラック協
会で開催され、会長が出席されました。
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会１月定例総会

4番

議長

議長

議長
本日は、 ４番 井尻　惠雄（いじり　やすお）委員

７番 佐光　真美（さみつ　まみ）委員

会期の決定 議長

議長

【日程第 ２】　「会議録署名委員の指名」でございますが、

【日程第 ３】　「会期の決定」でございますが、本日１日限りと
したいと思いますが、御異議はありませんか。

（異議なしの声）

議長、4番。
１月９日、午前９時より役場第３会議室で12番委員と農家相
談を行いました。相談件数は、1件でした。
＜農家相談　報告＞

諸報告が終わりましたが、承認することでよろしいでしょうか。

（異議なしの声）

諸報告は、承認することといたします。

会議録署名
委員指名

を指名いたします。

本日１日限りといたします。
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項目 発言者

議案第５７号 議長 議案第５７号
５条計画変更

提案理由 局長補佐

議長

議長 １号 。

１号 ８番 議長、 ８番 。
補足説明 １号

議長 １号

議長

議長

１号 については、承認することといたします。

「農地法第５条の事業計画変更申請の承認について」　その
提案理由の説明を申し上げます。
　本議案の農地法第５条の規定による変更承認申請は、１
件でございます。
　申請人、地番、地目、地積及び用途は別紙記載のとおりで
ございます。
　担当委員の補足説明をいただきまして、御審議の上、御承
認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。
担当委員の補足説明をいただき、審議を進めてまいります。

について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。被承継人が一般住宅を建てると
いうことで平成１１年７月２２日シレイ6005-33-5-121で許可
をもらっていたところです。被承継人の家の隣の土地になり
ます。被承継人の母親の家を建てる予定でしたが、建てる前
に亡くなり、そのままとなっておりました。今回、承継人に売る
ということで申請に至りました。調査しましたが、疑義な点は
ございません。御審議よろしくお願いします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問はございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

議案第５７号

川南町農業委員会１月定例総会

内容

【日程第 ４】
「農地法第５条の事業計画変更申請の承認について」　を議
題といたします。提案理由の説明を局長補佐が行います。

議長、局長補佐。
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項目 発言者

議案第５８号 議長 議案第５８号
３条許可

提案理由 局長補佐

議長

議長 １号 。

１号 １３番 議長、 １３番 。
補足説明 １号

議長 １号

4番 議長、４番

　担当委員の補足説明をいただきまして、御審議の上、申請
案件に対する農地法第３条許可の御決定をいただきますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。
担当委員の補足説明をいただき、審議を進めてまいります。

について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。受人は、渡人の妹の御主人に
なります。場所は、込の口から細に上がっていく道沿いの川
側に７筆、山側に１筆あります。受人は稲作が初めてというこ
とで、とりあえず1年間契約を結んでやってみるということで
す。ここは、イノシシ、サルの害が多いところで、電柵した方
がいいですよ。と話したところ、補助金を利用して、電柵を取
り付けてやってみたいとのことでした。農地法第3条第2項の
各号に該当しないため、許可要件の全てを満たしていると考
えます。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御
審議よろしくお願いいたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。

　初めて、稲作を行うということですが、この方は新規就農者
の方ですか。

川南町農業委員会１月定例総会

【日程第 ５】
「農地法第３条の規定による申請の許可について」　を議題
といたします。提案理由の説明を局長補佐が行います。

「農地法第３条の規定による申請の許可について」　その提
案理由の説明を申し上げます。

内容

議案第５８号
議長、局長補佐。

　本議案の許可申請件数は、２件でございます。
　申請人、該当農地及び耕作する者の農業経営状況は、別
紙記載のとおりでございます。

御意見、御質問はございませんか。
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項目 発言者

川南町農業委員会１月定例総会

内容

13番 議長、13番

事務局 議長、事務局

4番 議長、4番

事務局 議長、事務局

11番 議長、11番

13番 議長、13番

議長 他にございませんか。ないようですので、採決いたします。
賛成委員の挙手を求めます。

　トマトの研修を受けて、トマトをされるということで新規就農
と思われるのですが、詳しくは、事務局に説明をお願いしま
す。

　実践塾に４年前くらいに行ってらっしゃって、トマトの研修
を受けて、現在の住まいは、都農なのですが、ご自身でトマ
トをされている感じではなく、農家さんの手伝いを転々として
いるようで、本腰を入れてやっているようでなかったので、備
考欄にあるように営農計画書をあげてもらっております。義
理のお兄さんからの貸借ということもあり、また、器具や資材
の調達を義理のお父さんから借りられるということで、農業の
指導も義理のお父さんに仰ぎながらやると意欲はあるようで
したので、受け付けたところです。

　この方は、新規ということだと思いますが、認定農業者の方
はどうなっておりますか、新規就農については、国の補助金
もありますよね。そこ辺はどうなっておりますか。

　この方は、川南町で把握している限りは、就農認定は受け
ておりません。ご自身で実践塾に入られて、就農をしたいと
いうことなので、町の関与を受けず、就農資金も得られてお
りません。

　この方の年齢はいくつぐらいですか。

　50歳になります。奥さんは会社員なので、先ほどもあったよ
うに義理の父親が農業に携わることになります。
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項目 発言者

川南町農業委員会１月定例総会

内容

議長

議長 １号

議長 次に、 ２号 。

２号 ８番 議長、 ８番 。
補足説明 ２号

議長 ２号

議長

議長

議長 ２号

全員賛成と認めます。

については、許可することといたします。

について補足説明いたします。

については、許可することといたします。

　内容は記載のとおりです。場所は、六車農園に入っていく
道の反対側に2件家があるのですが、その東側になります。
以前から受人が耕作しており、今回売買ということで上がっ
てきております。農地法第3条第2項の各号に該当しないた
め、許可要件の全てを満たしていると考えます。調査しまし
たが、何ら疑義な点はございません。御審議よろしくお願い
いたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問はございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

7



項目 発言者

議案第５９号 議長 議案第５９号
４条承認

提案理由 局長補佐

議長

委員長報告 ６番 議長、 ６番 。

議長

議長 １号 。

１号 ２番 議長、 ２番 。
補足説明 １号

　1月20日午前9時より第3会議室において、第1小委員会を
開催しました。事務局の説明の後、現地を確認してきまし
た。1号議案については許可相当。2号議案については、鶏
舎敷地内ということで直接は見ておりませんが、内容等をみ
て、始末書要件でございますが、許可相当と判断しました。
詳しくは、担当委員の補足説明をいただきまして、御審議お
願いします。

第１小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。

について補足説明いたします。

　本議案の、承認申請件数は、２件でございます。
　申請人、該当農地、用途及び施設の概要計画は、別紙記
載のとおりでございます。
　調査担当第１小委員会の委員長報告並びに担当委員の
補足説明をいただきまして、御審議の上、御承認いただきま
すよう、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。
調査担当、第１小委員会の委員長報告を求めます。

第１小委員会の委員長報告を行います。

川南町農業委員会１月定例総会

【日程第 ６】
「農地法第４条の規定による申請の承認について」　を議題
といたします。提案理由の説明を局長補佐が行います。

「農地法第４条の規定による申請の承認について」　その提
案理由の説明を申し上げます。

内容

議長、局長補佐。
議案第５９号
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項目 発言者

川南町農業委員会１月定例総会

内容

議長 １号

議長

議長

議長 １号

議長 次に、 ２号 。

２号 ２番 議長、 ２番 。
補足説明 ２号 について補足説明いたします。

議長 ２号

議長

議長 全員賛成と認めます。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問はございませんか。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

については、承認することといたします。

　内容は記載のとおりです。場所は、美国ヶ池公民館のそば
であります。事業用の駐車場ということでの申請でございまし
て、集団的に存在する農地その他良好な営農条件を備えて
いる農地という理由から第1種農地と判断されますが、既存
の施設の拡張であり、拡張に係る部分の敷地の面積が既存
の施設の面積の2分の1を超えないものであることから不許
可の例外に当たると考えます。調査しましたが何ら疑義な点
はございません。御審議よろしくお願いします。

　内容は記載のとおりです。鶏舎敷地内の通路ということに
なっておりますが、委員長報告にあったとおり、現地には
入っておりませんが、本人に確認しまして、始末書も出てお
りますので問題ないものと思います。農業振興地域整備計
画において、農用地等として利用すべきとして定められた農
地であり、農用地利用計画において指定された用途に供す
る場合であることから不許可の例外に当たると考えます。調
査しましたが何ら疑義な点はございません。御審議よろしく
お願いします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問はございませんか。

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。
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項目 発言者

川南町農業委員会１月定例総会

内容

議長 ２号 については、承認することといたします。
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項目 発言者

議案第６０号 議長 議案第６０号
５条承認

提案理由 局長補佐

議長

委員長報告 ６番 議長、 ６番 。

議長

議長 １号 。

１号 ８番 議長、 ８番 。
補足説明 １号

川南町農業委員会１月定例総会

【日程第 ７】
「農地法第５条の規定による申請の承認について」　を議題
といたします。提案理由の説明を局長補佐が行います。

議長、局長補佐。

内容

議案第６０号

第１小委員会の委員長報告を行います。
　1月20日午前9時より第3会議室において、第1小委員会を
開催しました。事務局の説明の後、現地を確認してきまし
た。1号議案について57号議案にあった事業計画の変更と
いうことで現地を見ております。2号につきましては、堆肥舎
がすでに建っており、始末書案件で許可相当と判断しており
ます。詳しくは、担当委員の補足説明をいただきまして、御
審議お願いします。

第１小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。

「農地法第５条の規定による申請の承認について」　その提
案理由の説明を申し上げます。
　本議案の承認申請件数は、２件でございます。
　申請人、該当農地、用途及び施設の概要計画は、別紙記
載のとおりでございます。
　調査担当第１小委員会の委員長報告並びに担当委員の
補足説明を頂きまして、御審議の上、御承認いただきますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。
調査担当、第１小委員会の委員長報告を求めます。

について補足説明いたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会１月定例総会

内容

議長 １号

議長

議長

議長 １号

議長 次に、 ２号 。

２号 ２番 議長、 ２番 。
補足説明 ２号 について補足説明いたします。

議長 ２号

議長

議長

議長 ２号

　内容は記載のとおりです。場所は、善太郎屋の道路の反
対側の鶏舎跡地が駐車場になっておりますが、その奥の方
にあります。農業振興地域整備計画において、農用地等と
して利用すべきとして定められた農地であり、農用地利用計
画において指定された用途に供する場合であるから不許可
の例外に当たると考えます。調査しましたが何ら疑義な点は
ございません。御審議よろしくお願いします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問はございませんか。

無いようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

については、承認することといたします。

については、承認することといたします。

全員賛成と認めます。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

　内容は記載のとおりです。渡人は高鍋に住んでおりまし
て、その空き家を受人が買って、隣の土地を旦那さんが左
官業をされているということで、材料や資材置き場として使い
たいということであがってきております。都市計画法第8条第
1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内の
農地、第3種農地になります。許可できると思います。調査し
ましたが何ら疑義な点はございません。御審議方よろしくお
願いします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問はございませんか。
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項目 発言者

議案第６１号 議長
促進（中間管
理権）

提案理由 局長補佐

議長

議長

議長(代)

１号から２０号 議長(代) までの更新案件について、御意見、御質問は

議長(代)

議長(代)

議長(代) については、承認することといたします。

川南町農業委員会１月定例総会

【日程第 ８】
「農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の承
認について」　を議題といたします。提案理由の説明を局長
補佐が行います。

議長、局長補佐。

「農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の承
認について」　その提案理由の説明を申し上げます。

内容

議案第６１号

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

議案第６１号

　新規案件につきましては、担当委員の補足説明をいただ
きまして、御審議の上、設定された農用地利用集積等促進
計画の御承認をいただきますよう、よろしくお願い申し上げま
す。

提案理由の説明が終わりました。

１号から２０号

　　＜　２番委員に議長交代　＞

ここで、１番、８番、１８番委員の退室を求めます。

　本案件の申請件数は、３８件でございます。

　この議案は、農地中間管理事業の推進に関する法律、第
１８条第１１項の規定により、別紙、農用地利用集積等促進
計画の作成を農地中間管理機構に要請するため、計画の
承認を求めるものでございます。

　内訳は、更新が１号から２０号までの２０件、新規が２３号か
ら４０号までの１８件でございます。

１号から２０号

ここで、議長を交代します。

　　＜　１番、８番、１８番委員退室　＞

　申請人、該当農地、設定する利用権は、別紙記載のとおり
でございます。

ございませんか。
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項目 発言者

川南町農業委員会１月定例総会

内容

議長(代)

議長(代)

議長

議長
す。

２３号、２４号 １７番 議長、 １７番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

２５号、２６号 １３番 議長、 １３番
補足説明

２５号、２６号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
２５号、２６号 について補足説明いたします。

２３号、２４号

２３号、２４号
た。御意見、御質問はございませんか。 

２３号、２４号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。

２３号、２４号 については、承認することといたします。

について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。貸し手は住所が東京になってお
りますが、実家が十文字で姉さんが十文字に住んでおりま
す。同じ十文字に住んでいる借り手が無償で借りておりまし
たが、今回、中間管理事業を通しての賃貸借となります。借
り手は、認定農業者であります。農地中間管理事業の推進
に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の各要件を満
たしていると考えます。調査しましたが、何ら疑義な点はござ
いません。御審議方よろしくお願いいたします。

全員賛成と認めます。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

引き続き、２３号からの新規案件について、担当委員の補足
説明を受けて審議を進めていきます。

ここで、１番、８番、１８番委員の入室を許可します。
　　＜　１番、８番、１８番委員入室　＞

ここで、議長を交代します。
　　＜　１番委員に議長交代　＞
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項目 発言者

川南町農業委員会１月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

２７号、２８号 １３番 議長、 １３番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

全員賛成と認めます。

２５号、２６号 については、承認することといたします。

２７号、２８号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

２７号、２８号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

２７号、２８号 については、承認することといたします。

２７号、２８号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、銀座から尾鈴キャンプ
場へ上がっていく道に高速道路が横切っていてその手前を
北に入ったところになります。これも使用貸借となっています
が、賃金直接払いとなっています。農地中間管理事業の推
進に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の各要件を
満たしていると考えます。調査しましたが、何ら疑義な点はご
ざいません。御審議方よろしくお願いいたします。

。

　内容は記載のとおりです。場所は、沓袋になります。使用
貸借になっておりますが、現金直接払いということです。農
地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２号
及び第３号の各要件を満たしていると考えます。調査しまし
たが、何ら疑義な点はございません。御審議方よろしくお願
いいたします。

２５号、２６号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。
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項目 発言者

川南町農業委員会１月定例総会

内容

議長
す。

２９号、３０号 １１番 議長、 １１番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

３１号、３２号 １１番 議長、 １１番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

２９号、３０号 については、承認することといたします。

３１号、３２号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

　内容は記載のとおりです。場所は、14地区の農村公園の
近くになります。現地は、白菜の苗が植えられていました。農
地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２号
及び第３号の各要件を満たしていると考えます。調査しまし
たが、何ら疑義な点はございません。御審議方よろしくお願
いいたします。

２９号、３０号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

３１号、３２号
た。御意見、御質問はございませんか。 

。
３１号、３２号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。この場所も先ほどの農村公園の
そばになりますが、先ほどの案件の土地と隣り合わせで地続
きになっております。ここも既に白菜の苗が植わっておりまし
た。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項
第２号及び第３号の各要件を満たしていると考えます。調査
しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よろしく
お願いいたします。

は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
２９号、３０号 について補足説明いたします。

２９号、３０号
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項目 発言者

川南町農業委員会１月定例総会

内容

議長

議長

議長

議長
す。

３３号、３４号 １１番 議長、 １１番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

３５号、３６号 １７番 議長、 １７番
補足説明

については、承認することといたします。

３５号、３６号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

３３号、３４号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

３３号、３４号

３３号、３４号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
３３号、３４号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、14地区の和牛の繁殖
農家をしている方の牛舎の東側になります。現地は、ブロッ
コリーの苗が植えられていました。農地中間管理事業の推
進に関する法律第１８条第５項第２号及び第３号の各要件を
満たしていると考えます。調査しましたが、何ら疑義な点はご
ざいません。御審議方よろしくお願いいたします。

。
３５号、３６号 について補足説明いたします。

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

３１号、３２号 については、承認することといたします。
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項目 発言者

川南町農業委員会１月定例総会

内容

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

議長
す。

３７号、３８号 １６番 議長、 １６番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長

　内容は記載のとおりです。場所は、黒坂の信号機から東に
向かって突き当りを甘付神社に向った右側になります。5年
間の使用貸借となっておりますが、反あたり25,000円払うとの
ことでした。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条
第５項第２号及び第３号の各要件を満たしていると考えま
す。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議
方よろしくお願いいたします。

３７号、３８号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

３７号、３８号 については、承認することといたします。

た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

３５号、３６号 については、承認することといたします。

３７号、３８号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま

。
３７号、３８号 について補足説明いたします。

　内容は記載のとおりです。この土地も十文字の実家の近く
でありまして、隣の農地を今回借りられる方が作付けしており
ます。農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５
項第２号及び第３号の各要件を満たしていると考えます。調
査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審議方よろ
しくお願いいたします。

３５号、３６号
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項目 発言者

川南町農業委員会１月定例総会

内容

議長
す。

３９号、４０号 １０番 議長、 １０番
補足説明

議長 について、担当委員の補足説明が終わりまし

議長

議長

議長 ３９号、４０号 については、承認することといたします。

。
３９号、４０号 について補足説明いたします。
　内容は記載のとおりです。場所は、運動公園から井手ノ上
に向かって橋を渡ったすぐの右側の田んぼになります。前の
耕作者との契約が切れて、今回、新たな耕作者との契約と
なった次第です。賃料は、直接支払いとなっています。農地
中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２号及
び第３号の各要件を満たしていると考えます。調査しました
が、何ら疑義な点はございません。御審議方よろしくお願い
いたします。

３９号、４０号
た。御意見、御質問はございませんか。 

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

全員賛成と認めます。

３９号、４０号 は、関連があるので一括して説明をお願いしま
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項目 発言者

議案第６２号 議長 議案第６２号
非農地証明

提案理由 局長補佐

議長

委員長報告 ６番 議長、 ６番 。

議長

議長 １号 。

１号 １３番 議長、 １３番 。
補足説明 １号 について補足説明いたします。

調査担当第１小委員会の委員長報告並びに担当委員の補
足説明をいただきまして、御審議の上、御承認いただきます
よう、よろしくお願い申し上げます。

提案理由の説明が終わりました。
調査担当、第１小委員会の委員長報告を求めます。

第１小委員会の委員長報告を行います。
　同じく1月20日に第1小委員会におきまして、非農地の現
地調査をしてきました。上物は何もなく、きれいにされてまし
たが地を見ると大きな石が出ていてとても耕作できる土地で
はないと判断しております。詳細につきましては、担当委員
の説明をいただき、御承認をお願いします。

第１小委員会の委員長報告が終わりましたので、担当委員
の補足説明を受けて審議を進めてまいります。

議案第６２号
「非農地証明願いの承認について」　その提案理由を説明
申し上げます。
本案件の申請件数は、１件でございます。
申請地の所在、地番、地目及び地積は、別紙記載のとおり
であります。

川南町農業委員会１月定例総会

内容

【日程第 ９】
「非農地証明願いの承認について」　を議題といたします。
提案理由の説明を局長補佐が行います。

議長、局長補佐。
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項目 発言者

川南町農業委員会１月定例総会

内容

議長 １号

議長

議長

１号

ないようですので、採決いたします。賛成委員の挙手を求め
ます。

については、承認することといたします。

全員賛成と認めます。

　内容は記載のとおりです。場所は、込の口から尾鈴キャン
プ場に上がっていく一本道に都農町という看板がでてきます
が、そこの堺のところの道沿いの山手側になります。申請地
は、平らでなく、山にせり上がっていくような土地になります。
申請地は、農業振興地域整備計画における農用地区域内
ではなく、農業公共投資の対象となっていない生産性の低
い農地であり、10年以上耕作放棄され将来的にも農地とし
て使用することが困難であることから、農地でないと判断され
ます。調査しましたが、何ら疑義な点はございません。御審
議よろしくお願いいたします。

について、担当委員の補足説明が終わりました。
御意見、御質問は、ございませんか。 
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項目 発言者 内容

その他 議長 【日程第 １０】　「その他」　となっています。
何かありませんか。

11番 議長、11番
≪調査対象者への担当委員から電話連絡する際につなが
らないことがあるため、何等か対策があれば≫

事務局 議長、事務局
　担当委員からいつからいつまでの間に電話があることを伝
えてはいるが、今後も徹底する。

合意解約 事務局 議長、事務局。
「合意解約」　について報告いたします。
所有権移転のためが6件の計6件です。以上、報告します。

議長 「合意解約」について報告がありました。
御意見、御質問はございませんか。

変更申出 事務局 議長、事務局。
「農用地利用集積等促進計画（農地中間管理権設定）の変
更申出」　について報告いたします。賃借料の変更が2件あ
りました。

行事予定 事務局 議長、事務局。
「２月の行事予定」　について報告いたします。

議長 「２月の行事予定」について報告がありました。
御意見、御質問はございませんか。

事務連絡 事務局 議長、事務局。
＜視察研修の復命書について＞
＜遊休農地の調査の報告について＞
＜議会との意見交換会について＞

議長 事務局より説明がありました。
御意見、御質問はございませんか。

川南町農業委員会１月定例総会
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項目 発言者 内容

川南町農業委員会１月定例総会

議長 他に何かありませんか。

議長 すべての議事日程が終了しましたので、以上をもちまして、
令和８年１月の定例総会を閉会いたします。御苦労様でし
た。
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